
 
 

じん肺法におけるじん肺健康診断等に関する検討会報告書 （概要） 

 

 

最新の医学的知見や石綿健康被害救済法における石綿肺の取扱いを踏まえた、じん

肺健康診断について検討した結果は以下のとおり。 

 

 

１．粉じん作業についての職歴の調査 

・じん肺法では職業性のばく露によるじん肺を取り扱うことから、従来通り、事業者

や同僚等の情報から従事状況の確認を行うことを基本とする。 

 

２．エックス線撮影検査及びエックス線写真の読影 

・じん肺の所見の有無は胸部エックス線写真により判断することを基本とし、既に撮

影された胸部ＣＴ写真がある場合、じん肺にかかる診断の参考にとどめる。 

 

３．胸部臨床検査 

・じん肺及びじん肺の合併症の健康管理に役立てるため喫煙歴の情報を把握すること

は重要であり、じん肺健康診断結果に記載することが適当。 

 

４．合併症に関する検査 

・じん肺の合併症にかかる検査方法等については、新たな医学的知見を収集する等、

今後さらに知見の収集に努めることが必要。 

 

５．肺機能検査 

・じん肺の閉塞性障害を評価する指標である１秒率に加え、その程度を評価する指標

として％１秒量を用いることが適当。 

・％肺活量や％1秒量が一定程度低下している場合には、動脈血液ガスを的確に評価す

るため、低酸素血症の指標である動脈血酸素分圧(PaO2)に加え、ガス交換障害の指標

である肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)を考慮することが適当。 

・肺活量及び１秒量の正常予測値として、外国人のデータを基にした Baldwin らによ

る予測式等が用いられてきたが、80歳以上を含めた日本人データを基に日本呼吸器学

会が 2001年に提案した予測式を用いることが適当。 

・じん肺の肺機能検査の結果、著しい肺機能障害と判定する基準については、以下の

とおりとすることが適当。 

・％肺活量が 60％未満の場合 

・1秒率が 70％未満であり、かつ、％１秒量が 50％未満である場合 

・％肺活量が 60％以上 80％未満である場合、1秒率が 70％未満であり、かつ、％１

秒量が 50％以上 80％未満である場合、または、呼吸困難度が第 III 度以上である

場合であって、動脈血酸素分圧(PaO2)が 60 Torr以下であること、または、肺胞気

動脈血酸素分圧較差(AaDO2)が限界値を超えること 
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・フローボリューム曲線の検査から求められる最大呼出位から努力肺活量の 25%の肺

気量における最大呼出速度（V
・

25）については、値のばらつきが大きく、他の指標

に比べて信頼性に乏しいことから、肺機能検査の結果の判定に用いないこと。 

  ・肺機能検査の結果及び 2 次検査の実施の判定に当たっては、粉じん作業の職歴、

エックス線写真像、既往歴及び過去の健康診断の結果、自覚症状及び臨床所見、そ

の他の検査等を含めて総合的に判断すること。 

 

６．その他の検査 

・近年実施されている気管支肺胞洗浄等の検査方法については、新たな医学的知見を

収集する等、今後さらに知見の収集に努めることが必要。 

 

７．その他 

・肺機能検査及び検査結果の判定等に関する改定の前に、じん肺管理区分が管理４と

決定され、療養を要するとされた者等について、継続して健康管理が行われることが

適当。 


